
 

 

特定個人情報等の適正な取扱いに 
関する基本方針 
 
 

デロイト トーマツ グループ各法人は、個人番号および特定個人情報（以下「特定個人情報等」）の適正な取扱いの

確保について組織として取り組むために、お客様、取引先および従業員等の特定個人情報等の保護を重要事項と

して位置付け、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を以下のとおり定め、社員、職員を含むすべ

ての従業者（以下「従業者等」）に周知するとともに、当該方針を遵守し、特定個人情報等の保護を徹底します。 

 

1. 事業者の名称 

デロイト トーマツ グループ各法人 

デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限

責任会社）のメンバーファームおよびそのグループ法人の総称です。デロイト トーマツ グループ各法人の一覧につ

いては http://www.deloitte.com/jp/group （デロイト トーマツ グループ ウェブサイト）をご覧ください。 

 

2. 特定個人情報等の適切な取扱い 

デロイト トーマツ グループ各法人は、特定個人情報等取扱規程を策定し、お客様、取引先および従業員等の特定

個人情報等を取得、保管、利用、提供または廃棄するに当たって、当該規程に従い適切に取り扱います。 

 

3. 安全管理措置に関する事項 

(1) デロイト トーマツ グループ各法人は、特定個人情報等の安全管理措置に関して、個人番号を取り扱う事務の

範囲および取り扱う特定個人情報等の範囲を特定し、事務取扱担当者を明確にします。また、特定個人情報

等の漏えい、滅失または毀損の防止その他の特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じま

す。 

(2) 特定個人情報等の取扱いに際し、第三者へ業務を委託する場合には、十分な管理体制を有する委託先を選

定し、必要かつ適切な監督を行います。 

 

 

http://www.deloitte.com/jp/group


4. 関係法令・ガイドライン等の遵守 

デロイト トーマツ グループ各法人は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」、「個人情報の保護に関する法律」、特定個人情報保護委員会等が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、

従業者等が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱いを行います。 

 

5. 継続的改善 

デロイト トーマツ グループ各法人は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針および各法人

内規程類を継続して改善します。 

 

 

 

 

お問合せ窓口 

デロイト トーマツ税理士法人における特定個人情報等の取扱いについて、苦情のお申し出やご意見・ご質問があり

ましたら、下記までご連絡をお願いいたします。 

 

デロイト トーマツ 税理士法人 

〒100-8305 東京都千代田区丸の内三丁目 3-1 

T e l ： 03-6213-3800 

email ： tax_mynumber@tohmatsu.co.jp 

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびその

グループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、

デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグルー

プのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。ま

た、国内約 40 都市に約 8,500 名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとして

います。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 
 
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービスを、さ

まざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、

高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。デ

ロイトの約 220,000 名を超える人材は、“making an impact that matters”を自らの使命としています。 
 
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構

成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体で

す。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTL およびそのメンバーファームについての詳細は 
www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 
 
本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応す

るものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個

別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して

意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。 
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